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韓
国
貿
易
委
員
会
に
お
け
る

知
的
関
産
権
の
長
官
同
物
品
の
本
際
規
制

水
際
規
制
の
範
凶
お
よ
び
特
前
庁
と
法
院
の
判
断
と
の
関
係
を
中
心
に
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円
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は
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お
－
九
ノ
μ
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問
J
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の
武
務
権
川
計
八

～

ポ

市

公

K
M
規
制
力
部
主
手
伝

JtJび
行
ぷ
払
－
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清
凹
加
点
配
王
制
内
M4凶

円引
t
h
叶
小
折
（
以
上
、
も
l

ハ
一
ふ
ん
邪
l
ロ勺

第
一
戸
川
淵
川
町
引
産
生
の
侵
害
こ
関
す
る

R
［
（
）
の
同
州

消

加

け

J

論

第
一
泊
特
許
t
J
h

日
民
主
い
法
院
の
判
断
ま
た
は
ヂ
れ
ら
つ
の
佼
珂
℃
の
子
祉
の
舟
行
が
な
い
均
九
門

店
南
町
一
世
一
川
d

や
浸
早
川
江
民
刀
刊
町
ま
た
は
そ
れ
ら
の
機
出
で
わ
手
祉
の
融
行
が
あ
乙
場
甘

市
目
前
」
7
F
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第
州
市
わ
ず
ぴ
に
か
え
と
（
以
ト
、
オ
ロ
勺
）
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法
制
一
ャ
早

対
的
計
目
立
件
権
の
侵
害
に
関
す
る
列
斗
の
の
判
断

ゴ
桐

第

!l 
論

m; 確
認
心
苧
羽

六回
J

｛
，
の
水
防
規
制
の
高
ト

rfょ
机
」
お
い
て

訴
伝
日
川
象
物
じ
が
」
可
川
市
対
立
民
権
の
寝
古
物
宍
l
j
あ
る
か
rhu
か
’
を
判
断
す
る
際
二

下
の
占
山
を
J
J
白
山
ヲ
フ
心
必
更
が
め
ろ
う
c

ま
ぶ
u

後
述
す
る
よ
ろ
に
い
拝
同
い
戸
、
は
知
有
財
夜
権

と
く
に
符
司
作
寺
の
叶
作
業
財
川
県
維
の

υ句人
斗
一
凶

峰
田
町
い
の
発
川
川
一
千
消
滅
に
っ
さ
村
井
庁
が
亦
霞
管
杭
慌
を
有

L
、
ま
た

苦
打
川
い
住
今
、
今
什
め
ん
知
的
制
削
岩
一
株
に
芯
ヴ
ノ
、
川
父
円
河
訟
は

地
ヒ
勺
川
い
民
、
か
扱
ハ
て
い
v
A
点
で
あ
る

21p
な
わ
ち

水
療
で
の
川
一
的
財
営
権
の
侵
古
の
川
民
↑
係
わ
る
山
内
J
門

h
L
訂
甘
ん
灯
庁
干
？
ば
院
と
の

出
同
係
で
あ
る
次
に

一
般
的
に
知
的
財
岩
権
の
侵
害
一
日
誌
で
法

権
利
純
同
の
府
釈
、

年
刊
は
ん
ん
や
権
利
組
幼
の
抗
弁
d

寺
山
下
出
が
争

わ
れ
る
い
尉
山
が
多
い
上
で
品
る
J

円
い
か
え
る
と
、

水
際
税
制
の
制
人
同
手
続
に
お
い
て
も
、

ι
れ
の
ト
が
争
わ
れ
た
場
合
の
問
「
（
、
の
判

断
で
あ
る
」

十
札
昌
平
で
は
、
以
の
一
一
点
を
者
J

占
唱
し
、
知
的
川
町
在
住
の
侵
害
に
附
す
る
』
乙
円
一
り
判
断
一
ヂ
一
行
川
「
る
が
、
知
的
射
す
仲
権
勺
ペ
ザ
行
、
特

前－
J
h
γ
山
し
い
お
に
お
い
て
と
記
の
品
店
が
収
け
［
げ
り
れ
る
場
合
が
多
い
虚
業
対
政
権
を
、
な
分
粁
の
対
象
に
す
フ
匂

月
？
と
は
、
ぶ
H

の
ヘ
刀
者
一
し
係
わ
る
幹
市
J

の
版
業
F
M
芦
惟
の
内
V

ん
い
を
椛
川
認
す
る
が
、
紙
似
の

仏
町
川
由
の
特
許
法
を
中
心
ド
述
べ
る

士喜

出
制
発
明
は
バ
荒
注
中
退
宇
件
当
の
い
久
れ
や
一
利
た
す
れ
内
で
な
け
れ
は

い
山
開
発
羽

る
と
め
い
は
、

な
ら
ず
（
特

A
法
第
仁
九
条

Nr、
そ
れ
ら
の
要
件
の
欠
加
は
な
J

廿
の
怯
効
山
崎
向
と

3
れ
て
い
る
（
阿
川
山
市

一
一
条
J

っ
こ
れ
ら
の
内

ち
は
紋
ね
け
木
の
持
弁
リ
リ
い
の
内
告
と
類
似
し
て
い
乙

へ
は
木
の
符
訂
法
第
二
九
条
川
T
J
お
よ
び
同
法
お

ま
+. 

いJ
r
v
巴守一
hf

カ
円
品
〆
「

の
被
古
が
、

係
下
小
の
特
詩
権
＝
↑
川
の
証
知
内
科
山
間
が
よ
汀
十
L
す
る
と
士
張
［
た
日
吻
守
に
お
い
て
、
日

μ
匡
の
た
｝
い
陥
判
決
で
は
、

侵
害
一
川
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審
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ず
る
法
院
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立
件
い
持
権
に
行
一
効
叩
江
川
山
が
ん
汁
ル
忙
す
る
こ
と
が
問
ム
か
で
あ
る
場
合
、
手
、
の
特

「
侵
2
L
r
比
一
こ
い
う
）

前
抗
出
に
払
っ
く
売
止
h
ね
L

ムび旬以
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円
賠
償
ザ
？
の
話
ボ
は
特
別
な
士
山
が
な
い
限
り
、

判
一
市
さ
れ
て
い
る
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当
た
り
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れ
る
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な
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と
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；
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効
辺
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円
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の
詩
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む
は
、
－
1
J
引
附
川
効

＼
権
利

h÷
況
の
刑
判
沢
長
一
ιが
設
け
ら

い
い
い
卒
の
符
引
法
第

れ
て
い
ゐ

ハリ川川え
J
h

の

第
に
、
特
汗
山
川
の

4
リ
同
提
問
問
で
あ
る
特
詩
匹
判
況
は
、
特
汗
憶
を
給
め
と
す
る
必
需
剥
梓
縫
い
｛
係
わ
る
母
対
完
判
お
」
ぴ
権
利
組

肘
れ
詐
咋
「
市
4
9
ゐ
判
的
出
川
寸
高
巳
陪
綜
を
有
す
る

「
持
活
甘
い
第
条
め

J

c

v

す
な
わ
ち
、
設
定
の
堂
仮
が
な
さ
れ
た
一
刊
誌
格
に
相
ー
効
珪
山

る
場
合
、

4
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a
i
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l
r
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刈
番
氏
が
経
（
ヒ
ー
一
ヲ

利
害
関
係
人
ま
た
は
寄
青
止
「
は
符
詐
審
川
民
に
無
効
審
判
ふ
諒
求
し

に
↓
号
、

（
同
出
第
一
＝
条
泌
＝
反
）

まれ
λ

、
特
許
権
者
・
専
用
主
捻
催
者
ま

特
ft権
は
初
め
ず
り
な
か
ゴ
／
も
の
と
み
な
さ
抗
司
会

J

h

は
利
点
ト
「
山
川
一
伶
／
日
は
特
計
f

廿
判
院
に
佐
訟
討
象
発
明
が
特
許
活
町
の
権
問
範
刊
に
討
す
も
や
が
か
の
廷
認
を
求
め
る
間
隔
川
前
凶
待
。
叫
在

T七
三
一τ

'" 寸す
'" dー
さる
i1 'l＂こ
、少

が
ーマミ

主主
」

;c 

川
ぶ
で
は

限
前i

匹
京
l
t

町一三に

に
権
利
範
閃
母
認
占
有
一
刊
日

一
カ
冬
、
て

止
町
田
の
権
利
純
阿
砕
訳
存
判
制
反
が
－
J

本
の
判
定
利
い
尽
く
思
八
な
る
の
は
、
持

去
ノ
ペ
の
い
判
定
制
は
こ
な
っ
て
い
る

利
範
刻
位
認
香
川
刊
の
書
流
が
確
定
戸
れ
れ
ば

第
一
苦
は
司

の
亨
宝
八
お
ぶ
び
司
一
町
一
一
位
拠
に
E
り
醤
引
の
口
同
本
が
で
き
な
い

そ
の
権
利
範
円
砕
忠
告
十
刊
に
は

舵
許
権
者
が
雌
認
対
象
uz
司
の
実
施
主
を
に
仁
子
五
と

v

f

＼

昨

ゆ
る
対
古
川
知
が
じ

o
hで
あ
る

立
対
象
発
門
司
は
符
J

計
発
明
丹
下
叫
均
読
卦
に
属
す
る
こ
と
の
確
認
手
求
め
る
言
、

fm一リ
ザ
惟
刈
範
封
峰
山
ル
審
判

〆いい
H

本
内
「
従
痘
均
刊
で

に
イ
山
ド
す
る
J

）
、
お
よ
、
ひ
、
確
認
対
象
発
明
の
突
い
給
者
へ
王
た
は
実
捻
L
ょ
う
と
す
る
者
、
が
、
依
り
叫
M
川
内
引
九
一
元
司
は
特
古
川
ぺ
九
円
引
の
μ仙
沼
科

記

E
h
J叫
し
な
い
こ
と
の
時
認
を
求
め
る
一
一
同
在
的
作
利
結
匹
縦
認
連
判

，
泊
杯
出
判
！
と
に
日
目
当
す
る

が
あ
る

日
本
の

記』川

tw審
判
お
よ
び
枠
引
範
区
確
認
ム
ヰ
判
の
吾
決
に
対
し
小
限
が
あ
る
者
は
、

日
咋
討
叫
牛
い
山
川
に
当
バ
品
小
川
川
の
山
川
河
を
ボ
め
ム
ハ
セ
許

（
い
わ
ゆ

L、
オっ
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る
「
審
決
れ
消
持
訟
一
」

lロj

'*' 
八
L
ハ
込
山
卑
」
司

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

第
二
一
に
、
特
許
怪
者
は
、
日
I
い
の
い
ル
ム
汗
権
が
伝
吉
さ
れ
て
い
る
ム
川
口
断
す
る
均
台
、
ド
↓
ペ
川
特
許
掃
に
共
づ
く
侵
害
訴

J
f一
一
保
担
？
？
ゐ

ゴ
桐

こ
と
が
で
き
る
、
時
計
権
ド
い
＆
づ
く
侵
s
M

訴
訟
は

J

て
ハ
ね
り

（
民
事
訴
訟
法
治
↓
四
条
～
、
空
訴
告
は
す
川
村
4

店
院
で
’
tr

述
と
れ
て
い
る
ヮ
ま
と
、
ム
コ
引
法
吋
や
す
り
1
法
佐
川
げ
刊
決
に
対
し
一
九
鳴
が
あ
る
坊
台
、

に
古
す
一
ふ
こ
と
が
に
き
る

持
J

司
法

' 唱

八
六
条
約
ヘ
羽

条
第
一
市
川
可

口
氏
事
訴
ぷ
法
治
川

八
刀
桁
叫
ん
柁
旧
い
お
よ
び
照
呼

木
脊
で
は
、
問
、
円
（
ソ
の
水
際
川
日
出
の
院
注
視
疋
や
ポ
川
島
〆
よ
ど
素
材
い
、

以
の
十
円
斗
」
を
分
析

F
る
ま
ず
、
」
丘
手
続
に
お
い
て
位
杭

範
囲
の
併
刻
、

非
刊
院
し
L
川
わ
権
利
無
ー
河
の
孔
弁
外
寸
が
争
点
し
一
九
三
J

た
場
合
、

そ
れ
、
〉
の
争
市
川
り
刊

K
に
間
川
L
j
る
問
、
円
門
と
日
刊
誌
庁
？
ぷ
院

と
の
関
係
お
よ
び
侵
半
円
の
判
断
さ
分
析
す
フ
匂

（些弔

音戸

次
に
、
七
の
争
I
T
、
に
係
わ
る
特
許
庁
や
以
院
の

る
場
合
ま
れ
は

そ
れ
ら
の
機
問
で
の
手
況
が
進

η
ν
て
い
る
ぬ
台
、

そ一
T
品
川
内
判
断
や
手
続
の
進
ー
は
万
「
（
の
調
査
7
J誌
の
注
行
れ
知
的
財
詳
桂
川
ド

伎
古
の
判
ぃ
附
と
と
の
で
ウ
士
関
係
に
あ
る

zfic
手、

に
H

工作
f
－

一
平
且
の
ト
V
A

！にいめ

1rυ
亡、

高
一
の
分
析
に
対
凶
す

日
目 l

る
司
十
人
出
引
水
陀
規
制
こ
の
二
f
V
引
を
当
じ
、

同
節
）
一
な
お
、
清
書
の
分
好
か
ん

R
、
｛
（
ソ
の
水
際
凱
制
の
内
m
什
チ
明
ら
ん
J

に
宇
る

水
際
山
川
到
の
調
音

1
椛
で
の
帯
辺
じ
お
い
て
外
寸
の
生
業
出
店
権
内
い
い
は
む
の
汁
断
に
係
わ
る
は
惜
列
範
明
の
解
釈
、
非
佼
町
内
、
V
同
性
別
位
f

刈

の
抗
p
ハ
斗
干
u
h
J

予
白
t

乙
仕
る
こ
と
も
与
え
ら
れ
る
が
、
紙
一
仰
の
都
台

l
そ
れ
ら
の
論
刀
は
取
り

l
げ
ん
ゆ
い
。

第

持
許
庁
ゃ
れ
官
官
リ
法
院
の
判
断
ま
ふ
は
そ
れ
り
の
胤
料
開
で
の
子
続
の
進

h
が
な
い
陽
台

同i
本
海
却
用
紙
山
川
州
内
迷
規
定
ト
お
川

7
、

却
的
出
川
ιE
枠
内
定
害
の
判
析
に
係
わ
る
梓
利
組
制
的
の

Mm釈

ιι
ハ
ド
ぺ
古
平
作
利
畑
、
効
の
涜
玄
r
J
m

争よ
U

が
争
わ
れ
た
場
合
に
コ
一
き
、

品
川
叶
え
ば
そ
れ
ら
の
争
内
山
判
内
心
持
一
打
け
は
や
法
肢
の
判
断
に
よ
ら
な
げ
れ
ば
な
ら
会
い
等
、

問、円戸い
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特
訓
斗
町
、
法
白

fuv関
係
を
説
定
し
と
長
止
は
存
在
し
な
い
J

｝
こ
（
ぷ
は
川
州
十
六
v
z
f
j
什
引
に
お
い
て
台

れ
ず
一
均
台

μ
卜

の
市
市
の
よ
、
ペ
ー
に
、
そ
れ
ら
の
当
山
を
独
刊
に
番
辺
す
る
も
の
と
出
わ
れ
る

本
的
円
分
析
に
係
わ
る
半
骨
沿
い
一
〆
て
、
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襟
恨
の
侵
害
に
羽
ず
る

第
A

4

一
第
約
一
一
と
百
社
〕
た
特
許
権
内
一
一
吉
仁
開
刊
す
る

流

h
一r百
世
代
権
伝
書
事
h
f
H
F

こ
が
あ
る
ま
ず
、

「
ず
作
業
代
以
古
川
収
済
法

日
明
限
寸
｛
山
、
ン
ス
フ
ム

牧
段
付
山
ご
う
、
ア
ム
下
仕
込

で
は
、

第
川
一
条
の
大
法
長
杯
い
の
法
令
に
よ
り
h
市
議
さ
れ

形
式
的
に
有
効
な
時
計
利
ー
を
指
宇
の
4

、
は
な
い
P

）
と
か
ら
、

申
請
人
心
匂
議

対
象
慌
引
に
川
初
理
山
古
在
わ
い
す
今
、
レ
k

な
く
、
こ
の
こ
と
は
民
業
被
害
川
叫
河
伐
の
リ
民
で
あ
る
公
日
な
貿
易
秩
序
の
静
心
一
に
も
ん
設
す
る
」

l
L
述
べ
ら
れ
た
う
工
、

伝
説
汁
象
権
利
は
弘
一
お
性
を
か
へ
く
た
め
、
波
山
半
出
入
の
行
為
は
γ

小
h
U
A
J
U
U
U
R

門
局
わ
為
に
↑
一
切
i
し
な
い
と
判
ー
事
三
れ
た

カ
で
あ
る
山
助
人
吉
川
は

当
該
格
引
の
行
使
は
権
利
ぃ
叫
印
刷
に
心
当
た
り
詐
三
れ
る
も
り
で
は

ーチ
μ同

人
グ〉

次
ト
ト
、
一
航
時
計
出
張
権
民
主
口
事
件
P

ご
は
、
ド
芯
人
の
較
対
百
掠

hr、
そ
の
出
店
肢
請
に
発
生
j

た
芋
凶
作
権
に
抵
加
す
る
場
介
、

の
し
者
刊
権
誌
か
ど
「
「
に
使
川
内
－
付
与
問
手
そ
げ
r

J

拙
山
中
詩
人
が
、

中
話
人
の
管
円
早
川
高
原
の
指
氾
υ仲門間ト
y

阿一

の
一
一
川
に
山
」
汁
段
以
p
n
ハ同折
M

卜
頬
似
す
る
ふ
γ

粧
を
付
ー
に
｝
桐
本
討
象
物
H
悶

ι一
輸
入
制
限
完

t
る
行
為
が
不
公
一
貿
易
ノ

Vμ
切に
i
J

附立－
J
9
る
か
十
戸
か
が
悶
わ
れ
た
「

「H
J
一
旧
人
が

F
当
に
詰
刊
物
の
利
い
い
町
内
一
司
訟
を
一
バ
け
た
絞
山
話
人
に
す
fL、
日
戸
の
州
開
院
に
1
1
↓
づ
き
町
一
訟
判
例
h

の
境
目
の
圭

で
止
、

公
正
な
税
立
十
いv
殺
不
に
い
は
す
る
た

ト
ミ
η
主
1
7
2
0
て

J
i

l
f
d
E
J

一
／
、

t
j－

円
治
叫
に
一
認
当
？
ヲ
ム
臼

L

し
沢
口
請
人
の
行
為
は
zハ
公
H

貿
易
／
仁
ね
に
筏
当

L
仕
い
と
判
定
也
、
れ
た
〉

知
2

円
対
以
内
格
的
侵
害
の
刊
断
に
係
わ
る
泊
刈
J
節
外
の
解
釈
、

以
】
の
よ
、
つ
に

同
］
「
（
灯
句
人
兆
二
は

非
侵
害
点
、
権
刊
肌
効
の
孔
宇
一

ん
寸
の
争
点
が
下
わ
れ
た
州
市
戸
、
そ
れ
ら
の
予
出
、
が
独
自
」
求
川
辺
三
れ
、
正
的
川
河
川
時
r
枠
内
侵
害
の
判
断
が
な
さ
れ
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
f

Y

一向・t fr 
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第

i11i 

将
司
川
口
ゃ
れ
問
符
法
院
の
判
断
ま
た
は
そ
れ
ら
の
絡
調
で
の
子
続
の
滋
れ
が
あ
る
川
崎
八
H

?1 
叶
（ 

究｝

水
際
規
制i
♂） 

l北
分t

" 潤
!1t; 
グ〉

申
請
r 

ii 
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ゴ
桐
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ロ広
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対宍
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ド ノケ；
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主罰
f詞
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J」 や冗

ム昏
九千1
f ヤ
¥ Lι昨
/, I SI、
二 7
す続
寸， ,, 

•，よー

オフ グ〕
τ二期
係

っ
さミ

同
ベ
（
の
水
際
先
立
の
A
4
i
子
役
は
宥
判
け

韓
叶
と
は
、

設
t
r
山
ザ
の
か
的
対
丘
y
持
併
の
品
川
J

者
（
申
請
A
h

ふ
か
ま
た
は
伎
牢
拍
u
り
を
た
百
円

子
刀
と
し
り
に

地
方
法
砂
川
＋
い
日
l［

い
長
J

る
こ
と
が
で
与
Q
C

j

、
’J’
 
被
中
引
哨
者
は
申
請
河
川
い
［
笠
品
川
刈

象
権
利
に
川
効
理
由
ぃ
？
打
点
Jq
ゐ
と
忠
科
1

る
場
九
円
、
ム
ペ
許
容
判
悦
に
川
効
杏
判
パ
令
請
求
す
る
か
ま
た
は
そ
の
旭
川
川
実
判
Lr
一
引
い
円
、
あ

？huw
いい～
l
M

川円山叶日い

汎
｝
松
的
払
恥
い
範
折
佳
～
記
者
判
を
清
水
す
る
こ
と
が
で
き
る

不
必
で
は
、
ご
れ
一
、
レ
山
崎
ム
ー
に
M
れ
わ
る
特
許
庁
ニ
イ
一
引
訴
判
陥
）

の
事
法
｛
以
下
、

醤
L
L
h

？
と
い
、
つ
－

や
侵
害
必
院
の
判
伏
｛
以

下
、
ー
判
決

£
る
い
三
二
札
ら
の
肉
料
院
で
の
子
続
の
注
わ
が
、

甲
山
叶
円
山
調
人
f
一
；
絞
の
進
ノ
什
や
知
的
財
売
枠
の
侵
害
の

？
と
い
よ
ノ
コ
）
、

判
阿
と
と
の
よ
う
な
関
係
に
止
る
な
乞
分
析
す
る
わ

そ
一
）
で
は
、
本
即
応
規
制
の
問
J

口
規
定
ヤ
ヌ
ヌ
の
ポ
案
内

ら
、
調
夜
間
姶

三
引
に
ず
帯
決
め
間
決
が
あ
る
弘
明
八
円

7
、
い
る
場
合
（
一
、
一
件
、
円
J
F
A

の
刊
で
に
よ
る

六

割

支

期

以

に

咽同本一一川
J
伶
的
場
合

に
分
け
て
応
べ
る

札
木
村
明

Jmの
前
に
帯
決
十
川
寸
ム
況
が
あ
る
場
ん
け

岡山叶
A
F
J

の
判
定
を
法
的
ド
拘
束
す
る
カ
ボ

Lm’
に
つ
き
、
本
際
規
制
に
問
述
す
る
既
定
に
そ
の
L

を
明
記
た
条
え
は

存
直
し
な
い
こ
と
か
ら
、
同
↓
（
一
円
、
叶
叶
｛
疋
は
そ
れ
ら
の
川
野
に
拘
束
さ
れ
な
い
も
の
と
県
：
わ
れ
る

ULjj
じ
、
円
叶
「
の
主
務
で
は
、

覚
的
対
尺
構
内
仏
古
の
判
野
に
お
い
て

基
刊
（
γ
則
川
悦
の
川
和
出
ポ
ι
η
v
J
p
r
重

3
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
J

？と
タミ

米
浪
。
γ
川
一
決
の
川
果
が
時
日

草
さ
れ
人
U

場
A
－に
h
p
い
て
も
、
実
仏
法
い
な
ru
行
為
と
さ
れ
て
い
な
い
行
為
、
す
な
わ
ち
、
商
以
権
を
攻
く
柏
戸
一
山
一
の
ι

各
知
市
財
持
維
の

H
4
主
門
松
町
を
悩
山
川
せ
る
り
ぬ
心
海
外
に
お
い
一
ょ
に
的
財
v
A
恨
の
い
／
与
物
r
店
主
7
T向
山
い
へ
状
給
す
る
わ
為
は
、

そ
れ
ら
の
機
伐
の
漏
理
対

rn~ ；，戸市j 位（6IC(ll 



誌
で
は
な
い
f
め、

同
｛
刊
の
独
／
寸
内
接
理
I
L
t
る
こ
♂
一
と
な
る
こ

同j
弁

明
有7

Mi: 

d戸 建
ラ i!t
,f ~o 

7 7J 
事決；＇：ニ77；；、
」 主う

とる

が場
ふん
IY) IJ 

叫 t I 
1§. 
川、

わ
る
キゼ

案

「
ヱ
ス
ポ
ド
明
件
と
内
保
持

の
俣
宝
に
刻
す
る

の
侵
エ
に
珂
ム
パ
ヲ
る

一争

五
~ 

'9 、

エ
ス

ド
ナト

で
は
、

認
ト
社
開
始
前
の
別
件
い
お
い
て
、
前
求
人

利
害
羽
係
背

（
木
件
止
中
治
人
）

丹
ゐ
守
計
川
ヤ
惟

一
作
中
発
対
象
権
刈

に
畢
一
効
哩
山

〆J新
五
社
山
や
出
一

：
4
1
 

h
l
J
λ
l
 

主
百
位
、

I
1
1
1ノ

作i''I手当局長計会しおけゐ判IDS！＇＇歪梓 U）伐害物品のノに際規制：， ' 7亡）

円
叶
紺
主
日
の
記
載
f
h

精一

が
行
す
る
と
の
坪
山
で
叫
設
如
対
寄
刊
を
請
求

l
、
特
許
謡
判
院
は
l

「
伎
十
一
理
向
が
な
い
ど
し

恭
ー
の
し
火
折
、

亡
請
求
一
苫
棄
却
し
て
い
れ
ん

木

洋
w;: 
メに
』司し

下
可引
!/) 

比j
問

持
山
叩
計
四
へ
は
申
請
町
へ
の
川
決
議
刈
象
作
利
に
対

I
H寺
川
効
番
判

一3
刀、

と
消
和
的
権
利
引
引
が
符
認
帯
判
や
」
訪
中
小
し
て
い
た

、
一

3

3

一

、

人叩l
川川日しい
1
y
f
b
L

げにふ
u

被
市
消
人
は
、

市
誌
へ
の
叙
護
対
象
作
引
は
新
山
川
川
い
や
進
学

性
を
ト
ゲ
ヘ
L
に
い
る
ん
ぬ

な
る
べ
き
で
あ
ミ

J
i張
し
た
が
、
間
同
行
は
、

桃
山
V
話
人
が
証
拠
？
と
し
γ
提
出
し
た
山

訂
正
献
の

部
は
既
い
一
本
件
特
司
令
山
川
ん
に
は
す
る
J
一
乱
特
許
冊
初
審
判
に
お
し
て
倹
ア
ヴ
い
さ
札
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
り
の

そ
の
特
市
川
効
石
判
に
お
ど
、
険
訂
さ
れ
た
先
行
に
よ
献
と
実
説
的
に
い
円
二
、
£
る
デ
ム
め
、

校
申
請
人
の
で
が
…
は
坦
山
間
ヂ
な
い
」
と
判
断

十
ヘ
ー
件
戸
、
辻
、

に
｝
う
え
、
慌
H
乏
人
の
一
日
r
ぬ
ば
小
パ
ム

る
1
〆
刊
百
に
J

V

～
j

ラ｝、

↓1
4

J

 

既
に
特
詩
否
判
院
一
J
P長
問
さ
れ
え
も
の
か

の
も
の
て
あ
る
と
め

付
作
一
前
一
斉
判
院
の
判
断
か
』
件
、
H
h
の

そ
れ
〆
守
ん
質
的
に
一
円

詐
伺
切
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
た
が
、
仮
に
杭
付
日
昏
川
一
ベ
リ
涜
）
、
辞
退
さ
れ
た
先
行
正
献
と
J
X
な
る
新
た
な
先
行
リ
人
献
が
提
出
主
れ
た
な
ら
ば
、

同
ベ
内
が
品
町
出
｝
一
に

川
刊
誌
川
川
象
濯
刊
に
い
K
A
M
理
由
同
が
存
L

一y
る
か
ぎ
か
を
日
断
し
た
も
の
、
」
』
い
わ
れ
る
υ

「

C

コ
J

1
f
c
j
τ
 

部
告
羽
川
町

fmの
d
l
r

汁
の
杭
川
市
が
問
、
『
（
げ
の
db立
に
そ
の
ま
ま
草
市
ミ
れ
な
い
旧
制
人
れ
が
あ
む
こ
し
に
山
出
立
す
る
必
更
が
あ
る
。
な
お
、

R
4（
）
の

l
｛
止
め
役
、

説
査
問
問
中
に
請
求
さ
れ
ど
ト

Jγ
ゴd
h
対
山
本
刊
に
つ
い
じ
は
被
申
請
へ
の
清
水
詩
認
め
な
い
己
口
の
－
会
状
が

そ
し
て
出
抑
的
権
配
ぃ
保

調
査
対
象
物
品
が
巾
話
人
の
仮
設
対
象
権
利
の
権
利
銘
柄
れ
に
同
す
る
口
の
吉
山
が
な
さ
れ
た

認
LG

帝
判
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
り
番
伏

hu、
木
作
H
H
1
一
ヲ
ム
引
山
内
ベ
れ
の
判
之
ー
と
は
は
仰
の
判
釘
で
あ
七
、
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次
に
、

寸
止
、

ヨ
フ
ポ
ラ
寸
口
一

戸
、
三
、
の
判
j

疋
，
刑
に
、

u
f川
人
の
お
対
掃
除
に
類
似
〕
指
定
漏
れ
m
テ
パ
内

片
す
る
波
南
市
人
の

立
録
十
削
除
に
対
J

、
い悦
L
ー
と
間
人
の
丘
幼
少
叶
机
は
じ
よ
一
晴
人
の
登
録
商
棋
の
絞
首
相
に
一
J

工
す
る
た
め
れ
宜
保
J叫

J
E
坊
と

4
る
べ
き
セ
あ
る
に
の

のト
L

牛
「
十
来
剖
〕
た
fい
J
的
、

ゴ
桐

特
許
J
い
院
の

本
吐
い
で
は
、

ψ

日
約
一
司
法
的
叩
の
判
バ
人
が
確
定
し
て
い
た
、

請
九
円
以
ロ
紙
同
訟
を
付

L
と
羽
有
対
象
物
坊
を
輸
入
・
張
完
す
る
徒
庁
清
人
の
わ
為
は
、

停
泊
人
の
を
叙
同
情
i
A
九
九
侵
害
ず
る
ん
ぬ
ヌ
八
ム

正
貿
易
行
為
に
該
当
す
る
と
判
｛
じ
え
れ
た
が
、
そ
の
判
定
に
お
い
て
、

の
刈
桁
と
は
別
出
独
？
U
h
h

古
川
h下
山
に
係
わ
る
事
実

認
定
ι
f
J
b
E
判
川
誌
を
れ
つ
七
形
跡
が
見
当
た
ム
な
い
苧
一
と
か
ら

R
H
A（
lA

は
法
院
の
判
断
を
尊
重
し
た
も
の
と
忠
わ
わ
る
c

ぷ
水
川
町
市
北
山
巾
に
が
町
判
？
で
点
ぷ
子
杭
が
送
れ

1J
ご
い
v

之
地
合

ぃ
州
弁
関
口
折
、
叫
に
事
決
お
判
決
は
な
し
が
、

調
査
期
間
中
に
者
判
ゎ
訴
訟
子
続
が
進
行
［
て
い
v
足
場
合
に
つ
い
に
み
る
よ
、

え

3
1
U

A
A孔
吟
～
コ
ル
仇
市

の
同
連
対
立
で
は
、
調
査
手
続
と
川
行
し
調
夜
中
の
知
的
別
主
権
に
係
わ

て
い
る
場
合
、
何
者
の
デ
絞

の
円
州
整
、
川
、
知
的
財
註
梓
い
の
侵
害
の
判
附
に
つ
き
、
じ
下
の

ゐついれ「、いマムり

中
な
わ
ち
、
不
公
一
古
川
コ
パ
コ
ヂ
吋
ム
ぬ
の

仁
川
附
す
る
帯
百
辺
司
口
均
一
企
］
叫
ん
山

E
一
ハ
辛
口
ハ
リ
一
八
年
v

五
日

f
日
辻
、
「
↓
交
じ
、
ム
バ
は

令
（
芹
楽
徴
主
救
済
法
片
山
一
ト
令
）

パ
品
川
条
約
一
な
い

L
議
克
明
引
に
よ
り
世
間
十
合
を
！
一
川
い
ま
た

た
場
～
円
、

J

一
、
の
円
以
を
日
事
4
ハ

ド

か

日
日
利
古
川
係
人
仁
川
ら
忙
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
定
さ
れ
て
お
什

寸
法
第

。
条
第
一
世
吋
、
伝
灯
用
定
の
「
令
弟
川
条
ハ
同
州

ヨ
一
さ
は

「
貿
易
委
員
た
は
太
公
正
貿
易
／
打
為
の
詩
去
の
期
間
中
、
次
丹
各
門
す
の
い
ず
れ
か
の

つ
に
設
当
す
る
場
九
一
ド
ー
そ
の
調

査
を
小
川
し
、
訴
訟
ま
h

↓
は
持
許
梓
川
刊
の
ぺ
山
県
に
上
り
斗
定
す
？
hw
て
ど
が

C
き
る
と
さ
れ
、
そ
の
劫
ひ
t

し
て
、
「
詞
配
が
た
行
中

ピ
あ
る
γ
ハ
公
川
貿
易
ノ
仁
ぬ
と
均
速

1
亡
訴
訟
rJ仙
引
い
が
進
／
仁
し
て
川
ゐ
H
何人戸

出
現
～
川
市

μ
勺
）
、
お
よ
か

;.k 

第
四
条
お

山
第
一
号
井
一
同
の
い
ず
れ
か
の
一
ワ
に
対
す
る
勾
計
事
判
が
迫
れ
し
て
い

が
挙
げ
ら
れ

t
い

川
用
（
第

ノ「
叩

ハ
J
C
h
u
と
改
正
」
、
引
弧
筆
背
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以
ヒ
の
規
定
で
は

M

同
点
一
一
千
一
仁
川
の
明
日
市
に
存
料
や
訴
一
ィ
百
十
日
知
一
が
不
一
千

L
て
い
る
川
崎
ム
ロ

芹
内
｛
円
は
そ
の
詞
丘
一
丁
続
を
い
す
る
坊

ム
円
と
い
中
止
〆
な
い
場
ひ
と
が
h
T

々
、
ら
れ
て
い
る
「
と
の
で
つ
な
れ
案
の
場
ひ
に
調
査
一
丁
続
が
出
ナ
さ
れ
る
か
の
礼
町
は
問
、
『
円
山
武
去
の

問
題
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が

＋
土
質
的
に
向
の
事
件
に
つ
き
別
の
書
判
や
一
－
詐

一、

J

、
F一
お

ーし：ノ
i

同］門（
d

内
五
t
必
で
は

作i''I手当局長計会しおけゐ判IDS！＇＇歪梓 U）伐害物品のノに際規制：， ' ＇亡）

と
は
い
叫
脊
手
枕
を
中
川
口
す
る
連
山
間
に
な
り
な
い
と
の
迄
市
が
な
き
れ
と
い
る
よ
う
じ
あ
る
の

本
節
一
と
行
判
決
し
た
一
工
ス
ポ
ド
事
汁
2

罰
査
巾
の
ん
穴
議
対
象
捲
れ
に
係
わ

ア

グ

ホ

〉

〉

、

アル

J
r

一三
J

、ι
戸－、

L
v
b
d
L
｛一

行
し
て
い
ノ
ム
咋
台
、
泊
五
干
叫
引
を
巾

H
す
る
か
一
hu
か
に
つ
き
、
何
匹
、
H
h
は
一
不
公
正
川
口
い
初
行
為
の
調
k
r
J
U怖
と
符
司
番
判
は
制
山
の
お

へ
い
お
よ

る
た
め
、
ぷ
介
手
続
を
巾
止
1

べ
き
坪
闘
は
な
し
）
た
だ
、
不
訂
正
貿
易
わ
為
の
筑
査
の
結
果
、
川
、
円
の
判
Amu

が
凶
就
で
あ
ゐ
場
合
や
市
叶
決
が
出
る
ま
で
に
か
か
る
町
間
が
日
く

々
の
寄
K
M
に

t
つ
に
判
下
山
し
た
ほ
、
つ
が
巧
r全
半
「
で
あ
る
レ
一
思
い
た
さ
れ

判
岬
人
h
p
ナ
ム
況
を
山
中
！
1
4
γ
士
一
と
が
ご
き
る
だ
け
で
あ
三
＼

特
許
峯
判
が
つ
而
求
さ
れ
た
か
一
り
と
い
三
＼

る
場
合
に
は
、

dι 

RHJ円
の

調
査

7
認
を
中
仏
、
な
け
引
ば
な
、
り
な
い
ー
わ
け
で
は
と
い
」
と
片
山
、
、
い
る
r

よ
什
て
、
穴
、
『
（
P

は
原
町
と
二
＼

〉
J
J

ヨl

Fい
山

N
F
H

出i
に
審
判
わ
訴
訟
？
絞
が
係
凶
円
？
戸
、
ド
↑
心
持
合
、

下
一
一
山
の
手
川
又
の
日
？
に

d

外
わ
：
の
官
判
、
千
訴
訟
円
一
品
川
で

の
huれJ
d

J

u

a

独
詞
に
蒋
思
す
る
：
も
の
／
市
中
わ
れ
る
－

々

、

記

調
L

品川一
i

よ
汗
ギ
一
…
と
す
る
－

mJμ
の
ド
ず
れ
か
に
該
当
し
、

7
］（
J

子
zKを
い
い
オ
す
る
と
円
前
し
た
同
よ
川
は
、
本
部
一
円
分
戸
い
り
て
お
川
、
生
’
れ
一
日
の
う
が
川
一
け
れ
ム
訴
芯
E
J什
刊
の
従
来
が
知
的
所
出
作
権
の
μ
K
2
に

閣
す
る
剛
山
J

門
司
の
判
断

ι
hい
と
肯
イ
重
さ
れ
る
も
の
と
剖
い
わ
れ
γ
f
J
ナ
だ
、

同
叶
f
J

の
事
案
に
お
い
℃
、

課
長
手
絞
め
悶
川
小
に
梓
判

て
い
る
場
台
、
そ
の
訊
左
手
続
を
中
汁

L
f
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
U

の
同
州
問
中
に
与
す
判
hx
訴
訟
子
、
枇
が
進
干
し
て
い
る
湯
ム
じ
に
係
わ
る
半
案
と
し
て

一の安一ザロ

γ
閉
す
h

V

3

存
品
引
を
山

ョ
コ
ノ
／
一
つ
J

，
、
ン
ユ
！
思
す
叫
J

ー
と
が
あ
る
、
ま

復
冗
街
川
弘
和
カ
）
ア
－
一
ア
ル

k
p
ド
ノ
／
〆
梓
と
尖
川
新
案
権
の
い
A

U

H

ト
問
附
す
る

-' ! 

ム
一
な
後
由
得
一
元
市
町
風
知
力
ア

l
一
ア
ル
乎
件

む
之
、

ぷ
五
子
続
出
町
f
J
r

の
別
に
、

山
肌
護
対
象
権
利
（
特
許
権
）

以
戸
、
一
広
性
を

阪人：L吊JG2 (S :rn・, l 7C9 2υ： :;, 3 J 
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に
く
た
め
登
詠
草
効
と
す
る
帯
込
山
こ
w州
全
い
に
象
物
品
は
rmd若
山
対
象
権
利
の
堵
利
新
聞
に
闘
し
な
い
と
す
ゐ
否
渋
が
あ
っ
た
c

こ
れ
ム
の

詐
決
の
ナ
れ
版
番
と

L
て
、
特
前
山
地

（
川
河
川
一
市
対
象
権
利
）

の
ゆ
屯
ぷ
件
ん
q
Z
F
い
疋
す
る
と
の
特
許
試
淀
川

詞
査
対
象
物
品
は
保
r
h
対

ゴ
桐

品
家
弘
山
刊
の
準
日
川
範
刊
に
関
市
一
ヲ
る
ど
の
長
持
法
一
ド
川
の

川
判
査
汁
象
物
「
印
式
計
一
引
引
片
山
叫
哨
を
U
d
m
門
す
る
と
の
す
川

そ
〕
て
別
件
一
l
u
u
い
て

っ
た

n
F内
p

づ
け
権
〆
保
守
一
以
対
h

訳
出
刈
）

の
進
基
注
を
肯
定
寸
ゐ
と
の

H
A法
む
の
判
決
の
ド
一
告
脊
が
係
開
門
し
て

4
V

寸山杭に山花内

い
る
問
、

本
件
一
？
は
、
川
本
一
設
対
象
幅
一
札
は
進
応
性
を
か
へ
き
、

同
~ 

Fコ
i土
台ぷ一、
jし

o; 

判
I',¥" ,, 
持

基

以；，；L戸去】 位 (G IC1 

ま
h

｝、

の
怖
粧
範
匹
に
mm川
し
な
い
1
L
の

被
巾
請
へ
の
主
張
が
検
守
さ
れ
た
結
果
、

保
護
刈
象
作
引
は
住
広
引
い
L
あ
り
、
ま
た
、

利
引
ョ
存
対
象
物
口
市
は
仮
設
対
象
権
利
の
権
日
刊
誌
肝

い
一
認
可
’
る
l
t
判
附
さ
れ
、

そ
の
判
定
H
A
L
C
、
Pて
トベ

「コ
寸1

批
川
市
芯
R
へ
の
行
為
は
不
公
正
貿
易

U
A
に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
〈

記
守
一
司
、
日
院
や
υ
同
等
渋
川
口
の
事
実
認
定
ゎ
J
は
律
判
断
歩
緩
引
し
た
山

M
Mは
見
沼
た
ら
九

yuが、

知
的
財
洋
権
の
慢
主
に
院
オ
ソ
匂
判
断
を
’

η
っ
た
も
の
と
緋
測
さ
札
る
ヘ

川ー一

J44
続

一
ん
だ
、
山
日
ロ
オ
ベ
さ
占
ん
は
、

戸内、
h
Aぺ
の
判
定
の
徒
、

σ） cj) 
判 rt;S
｜新ト？
？っ、 i,, 

？在に
棄 1弓
:,: ＇弓
烹：；
さで
れ，，あ

プー

上,,c 
上
番

お

、ー

十
不
件
特
許
権

（
保
設
対
象
住
判
＼

は
送
歩
性
を
欠
く
と
の
埋
山

式
一
（
J

に
討
す
る
五
件
！
問
自
士
白
人
の
阿
久
議
山
由
告
に
よ
り

一同一

ぶ
刊
の
判
断
が
点
り
治
さ
れ
た
干

7
こ
で
あ
－
心

次
に
、
コ
つ
j

J

f

f

ア
ン
コ

で
は
、
制
限
山
首
人

F

し
み
五
コ
号

l
山
イ
ナ
う

町
一
主
人
の
何
凡
退
叫
ん
石
川
権
利

ミ
ベ
山
川
相
案
権
、
一寸

J
F
「
ン
M
N
r

性
や
近
広
州
内
を
欠
く
た
め

な
る
べ
さ
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
お
詐
審
凡
泣
い
対

L
1十
円
ゅ
の
初
心
司
で
、

保
一
幼
’
合
引
を
請
求
工
れ
ん
が
、
品
査
千
絞
の
問
問
中
に
そ
れ
ら
の
吾
川
の
を
f
l山
法
な
か
っ
た
υ

中
請
人
法
、
叫
刊
骨

F
絞
ド
い
お
い
て
、
「
留
守

浪
あ
る
当
日

力
透
正
な
子
慌
に
よ
り
梓
（
記
さ
れ
た
権
叶
刊
は
、
無
効
と
砕
｛
止
さ
れ
ぶ
ま
ご
有
効
な
F

晴
利
と
し
て
保
忍
を
〈
又
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一

と
張
し
た
が
、
貝
、
［
j
h
は
子
れ
ら
の
ん
火
、
え
が
山
ノ
U

山
に
、

申
請
人
内
保
護
対
象
持
ハ
が
や
っ
ち
、

安
川
新
案
許

は
日
常
削
品
川
い
や
道
λ
中
世
を
欠
乏
、
ま
た
、

P

Hノ
／
〆
梓
は
か
問
J
け
を
L
V人
〈
ー
と
の
理
山
で
、
救
出
治
人
の
行
為
は
不
公
正
貿
易
行
為
に
該
当

し
な
い
と
判
定
し
と
－
片
山
叶
門
の
判
定
の
げ
旬
、
ぷ
十
代
子
絞
め
釘
問
中
に
必
求
さ
れ
た
両
訴
判

γ
っ
き
＼
持
活
帝
判
除
以
尻
、
同
門
の
判
’
疋

173υ 〆.ZliI 'I. 3〕
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ノ
）
ロ
川
斗
%
の
山
川
容
の
否
決
会
1

－た

問
、
『
円
の
汁
定
に
ぶ
る
A
A
r終
f
絞
の
均
九
円

反
仁
芹
叫
べ
た
こ
U
U

り

同
叶
乃
の
弱
小
企
千
絞
お
よ
び
審
判
や
訴
泣
千
絞
は
引
ru
に
有
砲
す
ァ
ヱ
」
め
、
同
叶
内
の
判
定
を
主
け
た
ν
i
事

者
（土

て
の
事
長
認
定
十
L

け
い
佳
山
川
認
に
係
わ
ゐ
伺

の
争
古
に
つ
き
符
引
寸
や
法
？
ん
の
刈
討
を
求
め
る
こ
と
が
一
じ
、
去
一
る
〉
す

作i''I手当局長計会しおけゐ判IDS！＇＇歪梓 U）伐害物品のノに際規制：， ' ＇亡）

ガ
川
青
対
象
物
刊
が
」
荒
的
対
岸
揺
の
山
茂
吉
物
↓
川
で
は
な
い
こ
と
を
枚
以
一
ト
、

被
申
請
M
V
H
m
f
為
は
不
公
川
内
H
H劫
行
為
じ
は
な
川

LTA
わ
ら
、

と
判
J

心
さ
れ
た
ぬ
台
、
山
叩
相
手
告
は
そ
の

F
H
門
の
判
定
の
後
、
守
主
審
判
悦
ヘ
積
一
抑
的
格
引
い
裁
判
保
認
容
刊
を
請
求
し
、
ぁ
。
い
は
地

方
j
い
院
へ
川
河
I

門
付
訟
を
掩
起
寸
之
ニ
ト
が
で
3
2
A
W

一
占
、
い
州
内
対
象
物
品
カ
知
的
財
豆
権
の
口
山
石
松
戸
出
で
あ
る
こ
と
を
机
斜
い
、
被

中
設
計
の

η
為
は
不
公
］
ド
ロ
、
民
行
為
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
、

伎
巾
芯
R
へ
は
却
一
れ
訴
判
院
へ
ん
叩
効
事
刊
や
は
根
的
権
利
純
同
花
認

品
る
い
は
中
前
粁
が
捉
起
I

／
侵
害
一
日
記
に
お
い
て
、

院
cワ

判
十
｛ア℃

(/) 

位

鼻L

る

ド止
判

力

品き
ふ~ゴ

め限定
利

：ゃJ
の
lirι 
イF

評
判
を
詰
求

ν
、

権
利
筑
間
の
併
釈
を
下
い
、

ル
ヱ
ー
ー
す
る
こ
J

が
C
き
る

同
ム
コ
の
刊
む
に
は
、

市ム｛（
J

の
判
ハ
む
が

千主
(1) 

行
わ
γ
王
院
の
判
断
ル
ル
仏
的
に
拘
対
す
る
こ
、
｝
は
な

v
c

第
凶
節

け
J

一ト
L

の
け
析
よ
れ
、
同
点
A

の
本
際
見
川
て
は
、
調
ム
且

F
絞
の
終
了
ま
て
い
権
利
J

範
刊
の
解
釈
、
斗
い
は
土
や
淳
一
判
無
効
の

争
円
に
羽
す
p
h

》
完
許
寸
や
法
注
力
叶
桁
が
あ
る
場
九
円
、

知
的
対
岸
慌
の
伝
ー
は
の
刈
府
に
お
い
て
そ
れ
り
の
判
断
が
山
マ
主
主
れ
る

そ
れ
ら
の
判
断
が
な
U

場
介
は
、

甲
山
、
宍
、
が
独
一
行
に
幅
引
結
問
の
解
釈
、

北
介
伝
宝
〔
ベ
F

任
乳
母
対
の
抗
ム
rf牛
j

の
下
占
を
一
未
刊
担

L
、
紘
的
対

産
経
の
侵
害
を
判
出
す
る
佃
r
U
に
め
／
。
ご
l
t
が
わ
い
mv

っ
と
η

円
本
の

ι降
初
一
拡
に
つ
い
て
は
、

剛
山
叶
門
の
事
出
丈
の
」
う
な
J
r
三
口
の
必
定
で
の
半
誕
認
定
や
法
律
判
断
um’
記
さ
れ
た
資
材
Mm’

他
方
、

/) 
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な
ド
た
め
、
実
際
、
州
国
別
－

R
午
的
な
e手
案
に
お
い
こ
亡
の
が
う
な
制
防
止
の
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
か
定
か
で
は
な
い
に

J

か
し
、

ゴ
桐

uj一
円
引
際
境
判
仁
志J
半
て
は
ま
る
も
の
ム
忠
わ
れ
る
。
す
る
ぷ
わ

ι、
日
太
の
水
際
政
利
一
仁
お
い
て
も
、
ー
世

決
ヤ
川
氏
h
J
M
恥
判
長
の
認
定
を
拘
束
す
る
」
E
の
規
定
は
な
い
も
の
の
、
実
践
ト
そ
れ
ら
の
判
析
が
河
的
問
叫
ん
佐
一
悼
の
侵
害
の
成
合
の
認
主

に
h
つ
い
て
尊
重
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
寄
判
、
炉
、
訴
訟
子
削
ほ
と
認
定
T
J
流
の
返
／
引
を
訴
訟
す
る
口
幻
想
不
b
設
け
ら
れ
い
と
い
在
い
口
こ
れ

ら
の
ご
」
に
鑑
み
る
と
、
認
d

心
了
討
の
開
始
前
に
官
沢
平
判
決
が
あ
る
場
人
ー
は
、
そ
れ
ら
の
刊
断
が
」
可
川
町
吋
必
注
の
け
父
立
〔
の
成
併
の
認

記
】
ハ
叶
門
の

定
予
戸
お
い
て
尊
重
さ
れ
る
方
、

白
に
零
時
戸
れ
る
か
、
第
二
章
第
一
f
節
で
述
べ
た
よ
う
に
い
前
財
産
権
一
γ
争
内
ご
と
仁
特
守
庁
古
山
口
社
J

わ
専
門
委
口
の
芳
什
ん
が
参
考

川
的
財
差
品
川
山
口
広
主
ー
の
成
小
口
の
vdd疋
が
行
わ
れ
る
L
Y

凶
い
わ
れ
る

そ
れ
ら
の
判
♂
品
川
J
ぷ
ハ
地
ム
コ
は
、

権
利
い
廿
朝
刊
の
併
釈
、

k
r
i
日
告
や
権
釈
加
紛
の
抗
弁
等
の

F
出
、
が
独

レ
」

出国ト山、ついい

の
判
断
が
あ
る
場
合

ヤ一、コ、通↑今

｝
し

1
Lイ
u
w
一
丸

そ
れ
ら
の
判
断
が
知
的
別
芹
権
の
侵
六
の
判
断

U
H
P』
デ
？
？
：
u
v
r当
時

t

f

i

l

s
－
 

裁
判
所

将
軍
え
れ
る
の
は
、
以
判
的
弘
律
的
t
J
H
い
院
を
有
j

の
判
断
を
援
り
す
る
こ
と
で

水
浴
規
制
の
判
断
と
十
一
和
決
れ
γ
判
伐
の
判

断
と
の
胤
除
を
防
く
ご
と
に
戸
の
り
出
だ
の
湖
町
内
に
屯
時
去
に
守
山
批
川
可
制
を
’
灯
、
っ
、
？
，
＼
ぐ
、

t’ 
~ 

G失J 、
0) 

λ
ごハノ～

品つ

r
、、

T
A

の
一
広
際
規
制
で
の
細
別
‘
具
体
的
な
す
家
に
お
い
て
も
、
円
二
円
の
事
案
こ
月
以
ベ
に
特
許
庁
や
或
判
所
の
い
刊
附
が
凶
三
一
さ
わ
い
、
侵

Z

の
成
パ
ー
の
認
定
が
行
わ
れ
る
と
出
、
わ
れ
る
J

方、

ur引
庁
干
法
院
（
裁
判
所
」

の
判
則
元
な
い
こ
こ
か
ら
、
同
叫
円
や

E
本
の
税
河
川
J

伎
は
に
そ
れ
ら
の
予
点
チ
手
正

J

、

t

川
対
芹
山
池
内
い
ば
告
を
引
寸
断

ず
る
場
台
に
は
、
水
際
w
m
M引
を
行
、
っ
か
rhu
か
の
判
断
に
よ
る
当
事
百
へ
の
影
響
か
一
Y
J
窓

L
、
そ
の

l
l
l
 

A

－
い
市
川

J
M
光一

と
特
詐
庁
れ
法
院
一
段
判
所

に〉

い
よ
う
在
、
豆
を
時
す
る
必
賓
が
あ
ろ
う
f

本
F

】
ヰ
の
甲
〈
｛
HA
の
分
析

ご
取
り
一
げ
れ
／

コ
〈

てド
刊二

「
？
イ
ン
一
ア
ノ
ヲ
ン
コ
乎
伴
」
リ
川
、

調
査
対
象
物
品
が
保
護
刈
象
枠
制
い
の
権
利
組
出
い
円
高
す

る
か
r
n川
か
お
よ
び
川
町
一
生
刈
象
権
事
に
証
炉
，
庄
山
が
存
ιァ
る
か
v
r
h川
か
山
間

T
4
町
内
、
同
行
の
判
断
と

そ
の
立
丸
山
、
芦
れ
た
特
井
庁
の
判
断
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て人ず
u 

い

リ

」

仏

内

向
請
人
の
山
同
ぷ
に
対
す
る
来
却
判
定
の

R
J出
rp
バ
ョ
め
る
？
可
パ
訴
訟
に
お
い
て
も
、

市
川
小
宍

（
申
一
二
件

致
し
た
事
案
で
あ
る
－

：
一
、

ゴ
FF

人
）
の
尚
一
京
が
で
却
さ
れ
る
等
、
同
寸
門
の
判
定
炉
是
認
さ
れ
L

い）ゐ、

そ
の
民
間
、
守
俳
位
以
白
復
元
前
川
瓜
約
ウ
一
y
l
一フル
U
μ
l
s

の
L

で
74い、

一
度
以
公
正
貿
易
計
為
に
該
当
す
る
こ
の
間
吋
（
い
の
判

定
丹
後
、

保
お
ノ
日
刊
票
権
内
い
併
効
4
川
市
問
カ
古
す
る
と
の
L

一
紋
告
の
判
断
が
山
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
判
定
が
取
り
訂
さ
れ
た
事
紅

作i''I手当局長計会しおけゐ判IDS！＇＇歪梓 U）伐害物品のノに際規制：， ' ＇亡）

じ
本
の
ぷ
際
規
引
に
お
い
て
も
、

水
際
規
制
の
手
続
と
特

f
庁
れ
渋
川
川
町
内
子
統
が
川
呼
並
行
的
」
進
行
す
ぎ
）
と
が
容
認

も
あ
る
c

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
ら
る
と
、

j
d
u
円
心
判
断
の
剖
門
戸
州
は
十
分
与
え
ら
れ
る
じ
よ
コ
て
、

で
の
は
戸
い
の
枠
制
い
の
保
護
を
ぷ
め
る
苔

h
u
本
際
対
山
pifq」
粁
刑
す
る
む
T

に
侵
害

t
J
証
す
る
た
め
の
十
分
な
資
糾
l

収
集
の
部
備
が
必
要
ご
あ
る
l
L
E
h
わ
れ
る

そ
し
て
、
伎
己
の

4
7
ワ
H
1
z
、

斗

i
v
F
（
叩
両
川
止
世
号
、

ル
小
型
J

規
悩
の

f
H刊
お
よ
び
符
許
庁
ヤ
民
民

い
よ
り
生
じ
る
も
の
で
£
ろ
う

の
T
続
、
か
互
い
に
独
立
し
ん
子
続
ー
と
み
な
三
れ
て
い
る
こ
と

一円一

こ
れ
ら
の
モ
ム
机
を
調
整
す
る
た
め
に
は
、
す
は
に
よ
る
併
士
山
が
望
ま
れ
る

（
裁
判
＋
吹
）

川
前
問
章

む
す
び
に
か
え
て

十
札
稿
で
は
、
知
的
川
町
JL
権
の
慢
与
物
品
に
対
す
る
時
一
凶
の
♂
際
規
制
の
）
ち
、
韓
国
翌
日
均
一
究
員
会
ニ

C
C
仰
木
際
規
制
を
分
科

そ
p

二
、
は
、
近
刊
パ
一
際
財
判
明
の
羽
辿
古
川
市
～
の
改
正
や
士
宅
を
ト
一
材
に
、

パ
一
際
問
削
川
目
叫
刈
A
h
H

手
続
ヱ
札
河
、
そ
〆
て
、
制
一
昨
門
人
一
法
陪

v 

ん
J」

だ
際
ど
の
よ
う
に
〕
じ
均
的
サ

ι柑
の
J

店
主
門
か
判
析
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
与

韓
国
の
い
セ
汗
日
平
法
頃
こ
の
間
係
を
中
心

チ一パ
d

s

f
一、

L
Z
L
V
 

に
分
析
じ
九
九
」
こ
れ
ま
に
の
分
析
カ
ら
、
一
ハ
叶
戸
の
本
際
民
引
は

知
ぬ
対
ロ
ヰ
の
侵
害
物
U
m
w
川門限
f
N

リ
ト
ペ
げ
抗
争
訪
ぐ
た
め
の
効
来
約

な

F
段
の

つ
一
？
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
守
き
る
u

以
一
ず
は
、

L
て
お
干
の
考
察
を
ぷ
え
、
本
格
か
一
結
ぶ

知
市
別
膏
維
の
慢

Z
～
刻
l
条
約
ん
ち
一
凶
一
派
的
日
河
川
ギ
ル
仏
三
れ
た
法
規
劃
リ
凶
作
ぶ
し
な
し
f

J

V
一、

ilf 

知
的
肘
川
辺
作
の
保
護
水
準
り
山
J

て

h
u
R
拍木恥川

HLπ
何
千
枠
の
範
区
内
に
一
や
す
ゐ
事
板
戸
、
あ
之
た
め
、

水
際
て
の
知
的
財
必
慌
の
畑
町
誌
は
一
同
い
の
i
k
化
怠
業
政
策
だ
け
亡
は
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な
く
、
通
商
攻
葉
に
も
さ
受
な
附
わ
り
が
あ
る
c

時
河
川
、
は
孔
布
、

守
口
ノ
パ
ヨ
ム
ロ
や
米
国
ζ

の
司
じ
お
け
る
勺
｛
／
生
J

の
F

」ー一

mμ

易
協
定
が
発
効

L
f、
お
り
、
ま
た
、
吋
門
」
ぺ
U

（叶
S
Z
T
R
E
E
h

太
平
洋
戦
略
的
経
治
述
携
協
定
）

へ
の
悲
ご
止
を
め
ノ
＼
る

ゴ
桐

～前
A
市
も
活
発
に
ノ
f
わ
れ
て
い
る
。
司
由
貿
易
へ
の
将
？
は
、

μ
開
直
人
じ
場
の
ほ
？
γ
八
に
よ
り
韓
時
一
か
ら
あ
る
い
は
将
軍
へ
の
泊
四
際
貿
易
の

凶

EIY伝
川
山
大
に
つ
な
が
る
と
い
う
メ
ゾ
、
ト
ヂ
あ
る
一
々
、

｝
知
一
初
対
作
権
力
〕
畑
氏
ギ
川
物
市
の
流
JU
が
憎
い
山
さ
れ
る
こ
と
に

日
出
均
経
済
秩

N
T
U、
E
L山
灯
篭
康
・
安
八
士
ど
脅
か
す
J
u－
－
ツ
メ
j

ノヘ

1
2あ
る
f

二、つ
M

っ
た
状
況
は
巨
木
に
点
分
に
巾
て
は
ま
る
だ
足
、
っ

税
関
に
よ
る
ih…
川
的
財
泡
絡
の
侵
宵
物

f
fり
水
深
規
町
か
か
ま
じ
ら
れ
て
い
リ
Q
c

し
か

1一
な
が

ι、
依
然
と
し
て
知

一円、

的
則
芦
憶
の
伎
I
M
物
E

叫
の
匡
際
的
流
会
止
唱
に
よ
る
日
本
の
，
ょ
で
の
数
与
は
深
刻
な
口
氏
刈
い
あ
り
、
ま
た
、
更
な
る
水
深
反
抗
日
，
広
告
の
た

め
に
政
府
内
の
議
論
も
続
い
ご
い
る
…
本
一
ね
の
分
析
に
は
、
今
後

l
本
的
本
際
規
制
の
方
向
性
を
検
守
れ
す
る
う
え
で
－
小
浅
1
1
ゐ
も
の
が

円
木
に
お
い
て
も
、

£
る
と
出
心
わ
一
れ
る

ま
た
諸
問
に
お
い
て

内
内
外
の

の
知
的
財
存
権
の
保
護
を
求
め
る
場
台
、

ド
記
の
ょ
っ
な
町
内
、
円
（
の
本
山
出
向
規
制
の
消

mdに
d

る
ム
斗
人
刊
な
山
帆
時
J
T

打
ち
L
J
J

ご
り
れ
る
も
の
と
忠
わ
引
る
c

第
一

I

店
、
訳
、
円
円
の
川
州
立
子
山
廷
で
は
、

J
、
院
で
の
一
材
記
に
二
べ
鰐
矧
同
刊
の
惜
杓
同
一
小
子
叫
況
や
年
末
円
い
昔
刊
に
「
O

Y
一ω
知
的
防
宜
伸
慌
の
侵
三

の
汁
制
い
か
な
芦
一
れ
る
た
め
、

相
ハ
叶
内
に
よ

の
1

叶
川
一
ル
ヰ
何
川
る
こ
と
は
、
ぞ
の
後
、
後
伝
害
号
こ
の

侵
で
点
芯
を
提
い
い
す
る
山
に
、

山
河
怖
さ
右
刊
な
父
沙
を
民
間
、
す
る
こ
が
で
き
、
場
付
ド
ょ
っ
仁
は
い
叫
戸
長
前
を
有
利
仁
川
辻
、
で
一
と
が
で
き
る
と
考
さ
り
れ
2
Q
D

ず
な

オ』
ι 
知
り
川
日
目
丘
構
内
保
護
に
係
わ
る
紛
争
に
お
い
て
没
陥
傍
伏
に
す
つ
た
め
に

問
、
叶
〔
の
本
際
長
刻
古
一
市
場
す
る
こ
と
が
で
き

コ，
品

日

早

ぺ

RHJ門
の
水
深
規
制
↑
J

は、

被
申
請
人
の
什
為
に
刈
し
ム
山
崎
輪
山
人

h
Aげ
の
た

H
寺
の

Z
正
抽
出
十
命
じ
る
こ
と
が
で

3

－
〉
、
、
h

、ノ
J

、

2λu

〕り
d
ア
手
匂

FIJr

県
民
半
日
叶
一
訟
で
の
判
決
を
執
／
打
ヲ
フ
♂
場
汗
の
よ
う
に
、

容

Rvm山
山
も
h
u
L

叫
乱
入
院
の
ね
山
手
続
を
必
裂
と
せ
ず
、
ま
た
、
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ー
め
、
訴
訟

F
H刊
と
戸
［
門
の
調
査
子
校
一
や
一
併

m
Fる
こ
と
に
《
一
り
臼

2
K九
に
対
す
る
五
述
な
jf宗
十
説

υ
る
ご
〆
が
可
北
河
川
、
あ

zv一？こノ＼一
f
h

、
叫
刊
が
～
の
前
の
内
心
力
な
拾
雨
で
あ
る
桁
同
定
一
戸
声
明
夜
ゃ
い
い
は
じ
’
れ
為
の
尖
悲
じ
対
応
す
る
L

め
の
既
刊
定
物
品
位
訟
判
官
の

日
出
市
は
効
回
ボ
的
で
あ
ろ
っ

そ
｝
亡
、

i
f円
必
一
訟
の
廷
判
的
に
よ
り
山
田
J
U
れ
ん
叫
い
救
済
、
す
な
わ
ち
、
同
標
砕
を
伶
ノ
＼
将
軍
の
ケ
何
日
的
対

作i''I手当局長計会しおけゐ判IDS！＇＇歪梓 U）伐害物品のノに際規制：， ' ＇亡）

産
品
げ
の
仮
出
門
物
治
呑
一
恥
山
す
？
hw
わ
為
や
砕
外
か
ら
旬
、

uZ物
y
羽

J
V
一
供
給
す
る
わ
ぬ
の
ホ
け
は
、

問
「
門
一
円
ぷ
際
規
引
を
活
川
ず
る
こ
た
で

の
み
実
引
す
る
一
）
と
が
一
、
き
る
の

よ

高下
車；
青少：

矧宍
柏ぞ 0) 

疋ま
王百;s←J 
＂＂＇」
。〕 l:i
→二 ド町

ヱフヒ '・"' 品，，佐
岩説
文－

17 特
す制j
人度
r わ川、－
業j京
王詰
る拠
稿 111
極果
的割
な 1.'l.
J言宗j
ill ff!: 
がり

℃ 11 
' l 

る101る

め

使

EL叶
訟
の
ご
A
U
川化

第
三
ぺ

問、
H
h
の
本
祭
規
制
が
市
刑
さ
れ
る
な
ら
ば
、

町内
H
h
山
水
深
刻
削
は
韓
民
に
れ
け
る
知
的
則
投

以
の
よ
う
な
場
J

同
一
に
お
い
て
、

体
の
畑
出
設
の
た
め
の
一

つ
の
メ
ル
ケ
ノ
マ
j
l

ル
l
y
｝九
12今
日
に
出
、
v
作品、
v

で
し
て
、
同
内
山
以
院
仁
川
ム
子
、
問
、
H
F
4

が
稲
似
的
に
侵
害
の

判
附
J
r

行
乙
に
よ
：
）
と
は
、

E
］
の
惇
川
刊
の
保
護
を
求
め
る
告
に
だ
し
ぶ
阻
ん
ν
規
制
の
主
効
性
に
問
j
心
不
J

日
可
能
性
を
I
J
え
る
ん
、
同

川
外
の
侵
害
背
に
川
町
、
二
に
は
知
山
川
町
時
擦
の
侵
＝
物
品
の
阿
際
的
流
（
也
を
防
ぐ
た
め
の
抑
「
む
と
ギ
も
山
知
ど
も
の
と
思
わ
れ
る
に

司
十
人
め
が
際
税
制
に
千
三

yw
以
ヒ
の

止
｛
（
、
の
水
際
税
制
の
活
出
や
胤
同
法
を
刻
符
し
九
日
＝
こ
ろ
て
あ
る

そ
の
た
め
に
は
現

む
制
度
の
庁
、
書
が
必
一
変
…
で
あ
ろ
う
一
そ
J

て
、
長
則
的
兆
一
程
て
〆
て
、
治
r
h

阪
羽
の
創
j

ず
り
与
え
ら
れ
る
べ

L
か
L
、
制
度
設
計
の
在

h
方
Y

J

て
、
同
］
門
（
4

の
L

ふ
う
一
い
、
亦
均
出
産
椛
の
伝
言
物
品
干
し
対
す
る
本
際
山
内
明
μ

に
け
で
は
な
ノ
＼

ザ
ノ
シ
）
己
、
〆
げ
／

ム

1
一

｝

仁
古
一
雪
之

貿
易
及
済
機
能
J
N

持
と
せ
る
か
と
う
か
に
は
、

吏
な
る
設
備
の
校
み
重
ね
い
小
必
吋
双
山
、
あ
ろ
う
u

、
治
以
て
の
」
可
的
対
時
悼
の
保
誌
に
問
づ
る
町
内
、
］
円
の
域
略
的
活
用
LT
衣
案

1
、
ま
た
ロ
い
木
の
水
際
問
制
内
在
り
方
を
革
、
λ

る
手
が
か
り
を
ソ
え
る
た
め
、
戸
、

Hn
の
水
深
規
制
令
一
分
析
し
れ
一
C

し
か
し
、
本
山
仙
の
分
析
は
、
特
刊
の
水
深
規
制
の
九
十
作
性
怖
を
川
つ
ら

同μ
匡
九
じ
は
、

日
由
貿
易
協
定
的

の
影
響
に
上
る
水
中
将
刊
叱
慌
の
関
山
一
規
ー
た
令
含
め
た
L

礼
的
川
町

rr法
山
MM

か
に
し
て
い
な
し
ま
た
、
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立
の

知
的
財
芹
濯
の
保
護
に
係
わ
る
剖
佼
淫
同
九
J

流
到
的
な
時
間
に
あ
る
c

は、

7
］（
J
m
K
際

オL

,,ii 

皮
切
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叫
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－
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回
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什
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れ
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台
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が
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ど
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述
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叫
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陪
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叫
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梓
の
侵
土
物
品
の
愉
山
川
↓
人
行
為
い
し
む
し
付
花
的
な
誌
ヰ
ヱ
寸
村
山
蚊
崎
楼
能
J
T

打

L
て
る
か
ら
で
あ
る
コ
O
ぺいり
L

約
二
、
い
心

一円パ～

E
m
h第
二
委
員
会
計
担
円
（
三
一
ー
、
じ
胃
、

2
2（d
j
h

？
詩
局
，

m相世
J

」

（円
J

貿
易
手
、
司
会
↓
ハ
～
（
L

八
年
一

υ月
一
三
間
決
請
一
心
コ
ハ
一
（
〕
ワ
）

一九

r

ボ
ノ
戸
ア
事
川
L

・
刑
尚
、
川
（
犯
で

一一
U

そ
の
地
、
計
一
一
て
ほ
む
伎
守

L
ペ
d
L
宇
奈
r
－
J

て
、
貿
易
委
員
会
〈
J

一

一
巳
前
向
原
崎
カ
）
T
J
一
「
ノ
ル
｝
手
引
也
、
山
M
A元久
I
R
＼
民
ハ
ハ
一
八
比
月
七
日
議
決
託

あ
る
に

作i''I手当局長計会しおけゐ判IDS！＇＇歪梓 U）伐害物品のノに際規制：， ' ＇亡）

川
一
同
中
分
一
回

司
五
月
一

4
U議
決

議

心

へ

u
y
J

℃
寺
格
後
uN存

一（）

F
U
L

一
世

3
4
｝
ラ
シ
ス
、
ゾ
タ
ー
ム
J

引
」
在

〔
河
川
、
時
計
法
院
叶
決
〆
）
ハ
J
K
同
月

hυ
宣
川
一
ハ
ペ
ノ
ハ
ホ
八
い
J
U
v

ヘ
町
ベ
ベ
ー
ー
八
氏
u
b
判
決
〈
仁
均
九
月
一
H
E
r
－
一
J
f：
♂
ブ
こ
八

一
州
一
一
産
宍
被
害
弘
司
一
一
口
叫
］
条
氏
ニ
羽
で
は
、
「
四
E
局
委
員
会
は
不
公

ι貿
易
わ
九
叫
ん
勺
流
布
の
崎
明
日
、
次
の
各
J

の
け
れ
の
つ
に
品
一
「
す

る
事
自
が
光
牛
〆
河
託
守
一
進
ι

ょ
す
る
ト
亡
が
側
駐
で
あ
る
場
合
い
は
／
て
の
宇
山
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
調
査
会
一
山
l
J
4
J
？？匂

F
Z
一
が
で
う
る
一
と
荒

3
3れ
、
そ
の
場
A
けと

L
て
、
不
注
守
山
事
的
に
伎
虫
干
清
人
の
白
菜
が
中
止
汚
れ
人
で
出
品
J

九
円
」
（
村
山
円
い
柄
引
！
勺
）
、
お
よ
パ
ヘ
一
段
半
前
人
心
叶
不

六
一
げ
さ
ぐ
正

t的
な
誌
が
ロ
が
ド
司
内
あ
ん
均
d

合
L

へ
広
間
攻
山
同
否
♂
）
ド
九
J
F
与
げ
し
り
わ
～
て
い
令
。
ま
れ
J

、
い
弘
治
水
絞
拝
礼
以
泊
法
灯
区
去
草
一
一
坑

cは
、
一
貿

易
委
員
会
は
不
公
止
問
「
わ
れ
お
り
判
事
の
間
一
岡
山
、
次
の
父
口
勺
の
何
一
υ
の

つ

に

d
J
4す
る

T
Hが
品
心
主
地
合
に
は
そ
の
調
存
者
終
結
す

る
こ
と
子
で
主
る
一
と
定

t

一
れ
、
そ
の
場
介
と
二
＼

1

申
請
人
が
申
請
か
揃
司
J

た
叫
ん
に
ヘ
司
近
第
一
r
J

＼
お
よ
口
、
革
一
は
し
ょ
、
け

詞
査
を
川
止

1
七
街
、
柄
引
の
別
院
が
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♂
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司
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茶
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－
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伐
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古
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仙
一

J

O
仏
f

一

月

九

H
百
口
ハ
い
バ
ー
ル
ホ

h
t
八

一
両
）
ソ
ウ
ル
比
べ
守
山
山
定
判
決
〈
〉
〈
J

苧
〕
ベ
け
へ
日
い
ト
÷
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岳
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。

〔
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パ
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八
九
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山
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－
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問
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一
…
端
的
は
産
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計
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一
心
〆
i

ムハ
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f
J
C
ハ
年
八
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八
H
＼
ハ
更
で
は
町
一
μ
者
が
故
判
ぃ
止
め
h
？
叫
ん
べ
り
の
決

立
I
H
J
今一一砕

J
J
た
均
台
、
ね
判
長
力
一
す
仕
立
、
河
内
括
判
訴
の
に
ム
ト
ル
ワ
京
さ
れ
る
と
河
川
容
が
あ
っ
～
子
、
判
は
1
K
円
改
正
に
は
反
映
さ
れ
な

j

ド
J

コヘ〕
f

γ

i
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（
叶
一
、
帰
f

昨
相
ヘ
a

有
利
汁
貯
｝
六
、
九
育
長
田
）

（
位
＼
ト
ん
だ
愉
川
記
入
市
止
の
門
川
ず
の
漂
に
、
が
い
ま
4
1訴
訟
一
］
績
が
進
行
し
一
れ
る
場
人
1
悦
同
旨
が
そ
れ
ム
の

T
況で
υ
長
一
什
と
愉
山
人
ー
一
ハ
止
め

出
v
一手一
T

公
布
刊
す
と
か
巧
か
J
p
h

り
閉
店
リ
に
っ
さ
い
引
開
毘
は
I

J

門
子
立
（
の
意
見
を
松
ノ
三
こ
が
で
き
る
〔
土
手
打
委
員
の

H
H
か
ぶ
の
ム
れ
た
日
明
ム
川
、

与
門
ス
党
員
！
3
5
5
E
主
に
詳
わ
る
亭
主
に
問
J

、
当
争
青
が
裁
判
m
J
U

」
ど
は
特
許
庁
に
お
日
て
予
コ
、
い
る
助
へ
い
ま
た
は
／
？
っ
ラ
L

と
が
「
凡
己

主
れ
る
場
心
寸
は
、
裁
宇
町
岩
の
じ
附
の
ん
合
単
れ
が
出
ム
匂
ま
で
中
？
夜
ヤ
リ

1
4
日
体
出
と

F
丈
一
き
い
自
の
主
兄
ヰ
一
述
ぺ
る
こ
と
が
亡

3
0
一
一
知
的
川
左
一

浸
害
物
品
川
円
取
締
り
隠
す
る
わ
円
安
員
削
咳
の
活
用
υ

等
に
つ
い
に
」
F

平
成
一
年
月
一

H
日
間
第
パ
八
日
J
L
P

挙
一
つ
戸
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ヘ
川
口
神
U
M
M
川
北
干
成
八
白
河
っ
し
日
判
LAr
認
定
取
市
議
民
事
咋
ヴ
は
、
民
税
パ

T
法
摂
と
京
市
ハ
山
由
百
且
ワ
ハ
現
行
問
料
法
わ
ん
、
ー
や
会

力
一
信

uτJ
お
－
久
υ
計

八

ん

た

の

約

九
u号
、
山
一
特
ゴ
桂
冠
と
は
、
斗
叫
べ
て
の
ね
許
一
一
宇
治
す
の
三
↑
山
岳
く
、
壮
一
一
玄
到
自
の
作
治
ぃ
ー
な

い
特
許
併
を
指
ず
も
の
と
町
一
ず
る
の
子
相
当
で
あ
り
、
い
市
ヘ
レ
ト
点
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